
特定非営利活動法人　拓人こうべ

【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1).固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産：定率法

(2).消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】
　会計方針は変更しておりません。

【事業費の内訳】
　事業費の区分は以下の通りです。
　部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産
　什器備品 1,848,175 1,783,752 64423
投資その他の資産
　敷金（神戸市長田区大塚町6-1-1-1F） 1,332,000 1332000
 補償金(ALSOK警備預り補償金） 50,000 50000

合計 3,230,175 1,783,752 1,446,423

財務諸表の注記
2025年 3月31日 現在


